
○申請する前に確認すること。
＊補助対象地域であるかの確認
＊浄化槽の設置が３月３１日までに完了すること。

添付書類
1．審査期間を経過した浄化槽設置届書の写し又は建築確認の写し
2．設置場所の案内図
3．合併処理浄化槽の認定書（認定シート）・登録証の写し・浄化槽管理（C）票
4．浄化槽設置の工事見積書（合併処理浄化槽の購入金を含む。）
5．住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
6．浄化槽工事業の登録通知書及び浄化槽設備士免状
※建設業法第2条第3項に規定する建設業者は
　 建設業許可証明書の写し又は建設業許可通知書の写し

＊書類を審査し補助金交付の可否を決定し通知する。

＊補助金交付申請内容を変更する場合に提出する。

＊事業完了後（浄化槽設置完了）１箇月以内又は、３月３１日迄に提出する。

添付書類
①浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し
　（補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検を行う場合は自ら行うことがで
　　きることを証明する書類）
②設置場所の案内図及び合併処理浄化槽の認定図
③浄化槽法定検査依頼書の写し
④補助事業に係る領収書の写し
⑤工事前、工事中、工事後等が明確な写真集（写真管理基準による。）
⑥その他市長が必要と認める書類

＊実績報告書を審査し補助事業の成果が交付決定内容及びこれに付した
　 条件が適合すると認めたとき。

＊補助金額の確定通知を受けて請求する。

＊浄化槽設置後は適正に管理し年１回の法定検査を受けなければなりません。
＊検査結果の報告を生活環境課までお願いします。（コピーの提出）

問い合わせ先 〒９０１－１４９５
南城市佐敷字新里１８７０番地
南城市役所　市民部　生活環境課
TEL　０９８－９１７－５３１８
FAX　０９８－９１７－５４２６
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